
警察への相談や問い合わせは、警察相談ダイヤル ＃９１１０番へ

～１１月は「児童虐待防止対策推進月間」です。～
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捜査にご協力をお願いします！

これまで、皆さんからのご協力を得

てたくさんの指名手配被疑者を検挙す

ることができました。

しかし、全国では、いまだに多くの

指名手配中の被疑者が逃走中です。

おかしいなと思ったら迷わず

１１０番通報を！

児童虐待とは
○ 身体的虐待 ○ 性的虐待
・ 児童に暴行を加えること。 ・ 児童にわいせつな行為をしたり、わいせつな行為を

させること。

○ ネグレクト（拒否・怠慢）
・ 児童の健康、安全への配慮を怠ったり、食事を与えなかっ

たり、長時間放置したりして育児を放棄することや、同居人

等が行う虐待を放置すること。

○ 心理的虐待
・ 児童に対して著しい暴言や拒絶的な対応をしたり、児童の

前で配偶者に対して暴力を振るうこと（面前ＤＶ）。

「虐待かも！？」と思ったら、児童相談所全国共通ダイヤル

いち はや く

☎ １ ８ ９ 番 へ通報をお願いします。

警察では、各種犯罪による被害の相談を受け付け

ています。被害に遭われた方だけでなく、ご家族や

ご友人が困っているときでも結構です。

ひとりで悩まず、心の扉ひらいてみませんか？

警察相談室（２４時間対応）

警察本部 ＃9110又は、 0952(26)9110

レディーステレホン

警察本部 0952(28) 4187

暴力相談１１０番

警察本部 0952(24) 0110

性犯罪被害相談電話全国共通番号

＃8103 （ハートさん）

民間の相談窓口

NPO法人 被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳ

電話相談 0952-33-2110

受付時間 平日10:00～17:00

メール相談 voiss＠f3.dion.ne.jp

ホームページ http：//www.saga-voiss.jp

広 報 ぎ と く


